
添付２号様式

１ 研修の目的

２  研修の名称 訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修

３  研修の要旨

研修
課程

事業所の
所在地

研修
形態

修    業
年    限

研    修
期    間

定  員
（人）

受講料
（円）

受講対象者

１級 札幌市 昼間 １年 １年 40 130,000
学校法人龍谷学園高校
等の学生

２級 札幌市 昼間 ３ヶ月 ３ヶ月 30
（学費に含

む）
基金訓練（雇用保険の受
給できない者）

２級 函館市 昼間 ３ヶ月 ３ヶ月 20
（学費に含

む）
雇用保険受給者     函館
－3回

２級 函館市 昼間 ３ヶ月 ３ヶ月 20
（学費に含

む）
基金訓練（雇用保険の受
給できない者）

２級 岩見沢市 昼間 ３ヶ月 ３ヶ月 25
（学費に含

む）
基金訓練（雇用保険の受
給できない者）

２級 三笠市 昼間 ３ヶ月 ３ヶ月 30
（学費に含

む）
基金訓練（雇用保険の受
給できない者）

２級 札幌市 昼間 １年 ３ヶ月 50
（学費に含

む）

西野学園（本科生）

２級 奈井江町 通信 １年 ３ヶ月 50 63,000
奈井江、新十津川、雨竜、浦
臼、砂川、上砂川、滝川、深川、
歌志内市の住民

２級 札幌市 通信 １年 ３ヶ月 50 60,000
学校法人龍谷学園高校
等の学生

２級 札幌市 通信 １年 ３ヶ月 50 63,000
北海道理容美容専門学
校の学生

４  受講手続き

  （１）  募集時期

一般募集については、開校日の２ヶ月前

  （２）  受講料納入方法

所定の申し込み用紙で申し込み後、指定の期日まで金融機関に振り込むこと。
なお、研修の開始までに受講料が振り込まれないときには、受講を断る場合がある。

  （３）  受講料返還方法

受講前については、当会の都合により研修を中止した場合に限り、受講料を返還する。
研修開始後は、理由の如何を問わず、受講料は一切返還しない。

５  カリキュラム
カリキュラム及び研修時間数は別紙１のとおりとする。

６  研修の免除

学          則

在宅サービスの中核となる訪問介護員の養成を図り、高齢化社会への対応の一助
とする。

免除科目は、北海道介護員養成研修実施要綱６のとおりとする。ただし、受講者から所定の
免除申請があった場合に限る。



７ 主要テキスト
１級課程  日本医療企画 、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成研修テキスト１級課程
２級課程  日本医療企画 、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成研修テキスト２級課程

８  修了認定

  （１）  出欠の確認方法

  （２）  成績の評定方法
　ア．通学及び通信の、実習については成績の評定は行わない。
　イ．演習については個別に介護技術に関する模擬試験を実施。６０点以上を合格点とする。
　ウ．通信の講義（自宅研修課題）の採点については、Ａ（80点以上）、Ｂ（７0～７9）､Ｃ（60～6

  （３）  修了の認定方法
　ア．通学及び通信の演習、実習については、研修教科のすべてに出席しなければならない。
       ただし、欠席した講座については、当会の指定する時間帯での補講または他の講座を
       受講することにより、出席したものとして扱う。
  イ．通信の教科については，研修教科の試験に合格しなければならない。
       ただし、不合格（Ｄの評価）の評定を受けた者は、所定の課題により再試験に合格しな
       ければならない。

  （４）  修了証明書
修了が認定された者は、別紙２の修了証明書を交付する。

９　補講の取扱い
研修の一部を欠席した者で、本校がやむを得ない事情があると認めた者については、
補講（または、レポートの提出）を行うことにより、当該科目を修了した者とみなす。
なお、補講（実習を含む）の取扱いは別紙３のとおりとする。

１０  退学規定

（１）  受講者が退学しようとするときは、所定の退学届を提出すること。
（２）  受講者が当会の定める諸規定を守らず、または受講者として望ましくない行為の
     　あったときには、退学を命ずることがある。
     ア．  性行不良で改善の見込みがないと認められるとき
     イ．  学力劣等で修了の見込みがないと認められるとき
     ウ．  正当な理由がなくして出席が常でない者
     エ．  研修の秩序を乱しているもの

１１　講師
　 訪問介護員養成研修課程の講師は、最大１人５講義を限定に添付３号、４号様式の講師

一覧及び講師経歴書に記載した者のみが講師を務めることとする。

１２　実習施設
　 実習施設は添付５号様式の実習施設一覧表の施設のみで実施することとする。

（付則）
１　この学則は平成２３年２月１日から施行する。

 　 　 及びＤ（60点未満）とし、C以上を合格とする。

各科目の開始前に出欠確認を行い、講習日ごとの出欠表を当該日の最後に本人の捺印に
よる出席簿を作成する。



別紙３

1　補講に関する受講料は無料とする。
2　本校の定める研修期間内に修了すること。
3　やむを得ず、研修期間内に補講を受けられない場合は、その理由を明らかにし、願い出ること。

補講の取扱い

実習を欠席した場合
本校が実習日程を再調整し、指定する実習施設で実習を受ける。

※上記いずれか1つの方法で補講するものとする。

講義を欠席した場合

1.本校が行う同一科目の講義に出席する。
2.当該科目のレポートを期日までに提出し合格する。
3.他の研修事業者が行う同一科目の講義に出席する。

演習を欠席した場合

本校が行う同一科目の演習に出席する。
他の研修事業者が行う同一科目の演習に出席する。

※上記いずれか1つの方法で補講するものとする。



別紙1

区分 教　科　名 時間数 備考
老人福祉の制度とサービス 4
老人保健・医療の制度とサービス 3 面接－演習
老人保健福祉の動向 3
障害者（児）福祉の制度とサービス 4 面接－演習
障害者（児）福祉の動向 3
社会保障制度 3
介護技術の展開 4
痴呆性高齢者の介護の実際 4
障害を持つ児童の介護の実際 4
身体障害者の介護の実際 4
精神に障害を持つ人々への介護の実際 4
困難事例検討 4 面接
在宅ターミナルケアの実際 4
ケアマネジメントの方法 4
ホームヘルプサービスチーム運営方式の実際 4 面接－演習
チームケアの実際 4
指導業務の必要性と方法 4
カンファレンスの持ち方と事例検討の方法 4
医学の基礎知識Ⅱ 8  
在宅看護の基礎知識Ⅱ 4
心理学的援助方法の基礎知識 4
ケアマネジメント技術 6
指導技術と介護技術の向上 30
困難事例等対応技術 20
福祉用具の使用技術 6
痴呆性高齢者等処遇困難事例対応実習 24
チーム運営方式業務実習 16
老人デイサービスセンター実習 12
訪問看護同行訪問 8
在宅介護支援センター職員との同行訪問 8
事例報告の検討 8
公的関係機関見学 8

小　　　　　　　　計 230

  
小　　　　　　　　計 0
合　　　　　　　　計 230

研修時間数
1級課程－通 信

規定

任意



別紙1

区分 教　科　名 時間数 備考
福祉理念とケアサービスの意義 3
サービス提供の基本視点 3
老人福祉の制度とサービス 3
障害者（児）福祉の制度とサービス 3
ホームヘルプサービス概論 3
ホームヘルパーの職業倫理 2 面接
障害・疾病の理解 8
高齢者、障害者（児）の心理 3
高齢者、障害者（児）等の家族の理解 3
介護概論 3
介護事例検討 4 面接
住宅・福祉用具に関する知識 4
家事援助の方法 4
相談援助とケア計画の方法 4
医学基礎知識Ⅰ 3
在宅看護の基礎知識Ⅰ 3
リハビリテーション医療の基礎知識 2
共感的理解と基本的態度の形成 4
基本介護技術 30 面接
ケア計画の作成と記録、報告の技術 5 面接
レクリエーション体験学習 3 面接
介護実習 16
ホームヘルプサービス同行訪問 8
在宅サービス提供現場見学 6

小　　　　　　　　計 130
介護保険 5

小　　　　　　　　計 5
合　　　　　　　　計 135

研修時間数
２級課程－通 信

規定

任意



別紙1

区分 教　科　名 時間数 備考
福祉理念とケアサービスの意義 3
サービス提供の基本視点 3
老人福祉の制度とサービス 3
障害者（児）福祉の制度とサービス 3
ホームヘルプサービス概論 3
ホームヘルパーの職業倫理 2
障害・疾病の理解 8
高齢者、障害者（児）の心理 3
高齢者、障害者（児）等の家族の理解 3
介護概論 3
介護事例検討 4
住宅・福祉用具に関する知識 4
家事援助の方法 4
相談援助とケア計画の方法 4
医学基礎知識Ⅰ 3
在宅看護の基礎知識Ⅰ 3
リハビリテーション医療の基礎知識 2
共感的理解と基本的態度の形成 4
基本介護技術 30
ケア計画の作成と記録、報告の技術 5
レクリエーション体験学習 3
介護実習 16
ホームヘルプサービス同行訪問 8
在宅サービス提供現場見学 6

小　　　　　　　　計 130
  

 
 

小　　　　　　　　計
合　　　　　　　　計 130

研修時間数
２級課程－昼　間

規定

任意



別紙1

区分 教　科　名 時間数 備考
老人福祉の制度とサービス 4
老人保健・医療の制度とサービス 3
老人保健福祉の動向 3
障害者（児）福祉の制度とサービス 4
障害者（児）福祉の動向 3
社会保障制度 3
介護技術の展開 4
痴呆性高齢者の介護の実際 4
障害を持つ児童の介護の実際 4
身体障害者の介護の実際 4
精神に障害を持つ人々への介護の実際 4
困難事例検討 4
在宅ターミナルケアの実際 4
ケアマネジメントの方法 4
ホームヘルプサービスチーム運営方式の実際 4
チームケアの実際 4
指導業務の必要性と方法 4
カンファレンスの持ち方と事例検討の方法 4
医学の基礎知識Ⅱ 8  
在宅看護の基礎知識Ⅱ 4
心理学的援助方法の基礎知識 4
ケアマネジメント技術 6
指導技術と介護技術の向上 30
困難事例等対応技術 20
福祉用具の使用技術 6  
痴呆性高齢者等処遇困難事例対応実習 24
チーム運営方式業務実習 16
老人デイサービスセンター実習 12
訪問看護同行訪問 8
在宅介護支援センター職員との同行訪問 8
事例報告の検討 8
公的関係機関見学 8

小　　　　　　　　計 230

  
小　　　　　　　　計
合　　　　　　　　計 230

研修時間数
1級課程－昼　間

規定

任意



研修機関が公表すべき情報の内訳 

 研修機関情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法人情報 

 ☆ 

 

 

 

 ● 法人格・法人名称・住所 
学校法人西野学園 
札幌市西区西野４条６丁目１１番１５号 

 ● 代表者名・取締役名 
理事長 前鼻 英蔵 

 研修機関情報 

  
 

 

 

 

 

 ● 事業所名称・住所等 
学校法人西野学園 
生涯学習センター 
札幌市西区西野２条２丁目８－１５ 

 ● 理念 
  利用者に対する満足度の高いサービスを提供できる人

材の育成を目指す。 

 ● 研修施設、設備 
  介護ベット、車いす、歩行器、自助具、ポータブルトイ

レ、尿器、白杖、その他介護用品 
 研修事業情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研修の概要 

 

 

 

 

 

 ● 対象 
  本学園学生、職業訓練受講希望者および一般 

 ● 研修受講までの流れ 
（本学園学生） 
  ・専門課程のカリキュラムに設定 
（求職者支援訓練） 
  ・所轄のハローワークにて受講申込み 
  ・本校へ受講申込書を送付 
  ・指定日に面接選考を実施 
  ・開講 
 ● 費用 
（本学園学生） 

学納金に含む 
（公共職業訓練） 
  受講料無料 テキスト代のみ実費５７００円 
 ● 受講者へのメッセージ等 
  本校は経験豊富な講師陣を配置し、臨場感のある演習を

実施し質の高いサービスを提供できる人材を養成しま

す。 
 課程責任者 

 

 ● 課程編成責任者名 

   教務主任 山本 孝之 
 実習施設 

 

 

 

 ● 協力実習機関の名称 
  介護老人保健施設ぴあケアさくら、特別養護老人ホーム

五天山園等、道内の特別養護老人ホーム、介護老人保健

施設、訪問介護事業所 

 連絡先等     
                
                

● 事業所の連絡先 
札幌市西区西野２条２丁目８－１５ 
札幌医療科学専門学校西館 
０１１－６６１－３３６０ 

 


